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札幌市高速電車乗車料金条例の一部を改正する条例 

札幌市高速電車乗車料金条例（昭和４６年条例第３８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第２項中「保護者が」を「１歳未満の者は無料とし、６歳以上の者（小

学校入学前の者を除く。）が」に、「年齢の者は、保護者１人につき１人に限り」

を「者（１歳未満の者を除く。）は当該６歳以上の者１人につき４人まで」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行し、同日における始発以降の高速電

車による乗客の輸送について適用する。 

 

（理 由） 

保護者が同伴する場合に高速電車の乗車料金が無料となる幼児の人数につい

て、保護者１人につき１人から４人にまで拡大する等のため、本案を提出する。  


